
 

平成 29 年度公正取引委員会政策評価実施計画 

 

平成 29 年３月 31 日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成 13 年法律第 86 号。以下「法」と

いう。）第７条第１項の規定に基づき，事後評価の実施に関する計画を以下のとおり

定める。 

 

１ 計画期間 

平成 29 年４月１日から平成 30 年３月 31 日までとする。 

 

２ 計画期間内に実施する事後評価の対象 

⑴ 法第７条第２項第１号に規定される事後評価の対象 

法第７条第２項第１号に規定される事後評価の対象は，次のとおりとする。 

なお，各施策等は，計画策定時点におけるものであり，施策等の実施状況そ

の他状況の変化により，追加・変更があり得る。 

 

○ 競争政策の普及啓発等 

競争政策の広報・広聴（平成 26 年度ないし平成 28 年度）（実績評価） 

 

⑵ 法第７条第２項第２号の規定に該当する施策 

該当するものはない。 

 

⑶ 法第７条第２項第３号の規定に該当する施策 

該当するものはない。 

 

３ 事後評価の方法等 

公正取引委員会が実施する施策のうち実績評価方式による事後評価の対象とな

るものの目標，評価指標，実績値等は，別紙「平成 29 年度実施施策に係る事前分

析表」のとおりとする。また，実績の測定（モニタリング）については，実績が

確定した後，「平成 29 年度実施施策に係る事前分析表」に記入して行う。 

なお，各施策の目標，評価指標等は，計画策定時点におけるものであり，施策

等の実施状況その他状況の変化により，追加・変更があり得る。 

以上 



（公正取引委員会29－１）

① ① ① ①

② ② ② ②

③ ③ ③ ③

平成29年度実施施策に係る政策評価の事前分析表 

施策名 独占禁止法違反行為に対する措置等　企業結合の迅速かつ的確な審査 担当部局名 企業結合課 作成責任者名 企業結合課長　品川　武

測定指標の選定理由及び目標値
（水準・目標年度）の設定の根拠

年度ごとの実績値

目標年度 24年度 25年度 26年度 27年度

施策の概要

企業結合（株式取得，合併，分割，共同株式移転及び事業譲受け等）について，届出に基
づいて，迅速かつ的確な企業結合審査を行い，独占禁止法の規定に違反することが認めら
れた場合には適切に対応するとともに，主要な企業結合事例を公表することにより，一定の
取引分野における競争を実質的に制限することとなる企業結合を防止する。

政策体系上の
位置付け

迅速かつ的確な企業結合審査を行い，一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる企業結合を防止すること
により，公正かつ自由な競争を維持・促進させ，一般消費者の利益確保と国民経済の民主的で健全な発達に資する。

達成すべき目標
企業結合（株式取得，合併，分割，共同株式移転及び事業譲受け等）について，迅速かつ
的確な企業結合審査を行い，一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる
企業結合を防止することにより，公正かつ自由な競争を維持・促進する。

目標設定の
考え方・根拠

独占禁止法の目的である一般消費者の利益確保と国民経済
の民主的で健全な発達を促進するため，迅速かつ的確な企
業結合審査を行い，一定の取引分野における競争を実質的
に制限することとなる企業結合を防止することにより，公正か
つ自由な競争を維持・促進させることを目標として設定した。

政策評価実施
予定時期

平成31年４月～７月

28年度 29年度

1
企業結合計画の届出を受理
した案件の処理状況 （第１
次審査）（注１）

届出の受理後30日以内 29年度

100%

測定指標 目標（値）

年度ごとの目標値

本件施策の有効性・効率性を評価す
るため，届出案件の処理状況（第２
次審査）を測定する。目標値は，独
占禁止法の規定に基づき設定した。100% 100% 100% 100%

本件施策の有効性・効率性を評価す
るため，届出案件の処理状況（第１
次審査）を測定する。目標値は，独
占禁止法の規定に基づき設定した。100% 100% 100% 100%

3

的確な企業結合審査，一定
の取引分野における競争を
実質的に制限することとなる
企業結合の防止状況

的確な企業結合審査を行
い，一定の取引分野にお
ける競争を実質的に制限
することとなる企業結合を
防止する。

29年度

的確な企業結合審査を行い，一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる企業結合を防止する。

同左[295件]

公正取引委員会ウェ
ブサイトの企業結合
公表事例集への掲載
事例件数[11件]

2

企業結合計画の届出を受理
した案件の処理状況 （第２
次審査に移行したもの）（注
２）

全ての報告等の受理後
90日以内

29年度

100%

本件施策の有効性・効率性を評価す
るため，企業結合審査の状況を測定
する。

以下を始め，的確な企業
結合審査に努め，一定の
取引分野における競争を
実質的に制限することと
なる企業結合の防止に
努めた。

以下を始め，的確な企業
結合審査に努め，一定の
取引分野における競争を
実質的に制限することと
なる企業結合の防止に
努めた。

以下を始め，的確な企業
結合審査に努め，一定の
取引分野における競争を
実質的に制限することと
なる企業結合の防止に
努めた。

以下を始め，的確な企業
結合審査に努め，一定の
取引分野における競争を
実質的に制限することと
なる企業結合の防止に
努めた。

企業結合の届出受理
件数[349件]（注３）

同左[264件] 同左[289件]

同左[10件] 同左[10件] 同左[11件]

公正取引委員会ウェ
ブサイトに掲載された
企業結合公表事例集
の事例１件当たりの
頁数[9.5頁]

同左[6.2頁] 同左[7.9頁] 同左[8.1頁]

kobayashikota
テキストボックス
別紙



④ ④ ④ ④

⑤ ⑤ ⑤ ⑤

⑥ ⑥ ⑥ ⑥

(1)

問題解消措置を講じ
た一定の取引分野の
市場規模の額（注５）
[約730億円]

同左[約4561億円] 同左[約19億円] 同左[約625億円]

公正取引委員会ウェ
ブサイトに掲載された
企業結合公表事例集
へのアクセス件数（注
４）[－件]

同左[15,483件] 同左[6,938件] 同左[9,676件]

企業結合の迅速かつ的確な審査に係る
経費

8,081
(6,808)

7,366
（7,377）

8,279 10,444 １～３ －
一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる企業結合を防止して，公正かつ自由な競争を維持・促進するため，企業結合の当
事者，競争業者，需要者等からヒアリングを行うなど所要の調査を行うなどして，迅速かつ的確に企業結合審査を行う。

達成手段

予算額計（執行額）
（千円）

当初予算額
（千円） 関連する指

標
26年度 27年度 28年度 29年度

行政事業レ
ビュー事業

番号
達成手段の概要等

（注６） 消費者利益については，「市場規模」，「価格上昇率」及び「継続期間」を乗じることにより推計している。なお，「市場規模」については問題解消措置を講じた一定の取引分野の市場規模の額を用いたほか，「価格上昇率」については公正取引委員会が経済分
析に基づいて推計した率がある場合には当該率を用い，ない場合には当該率を３％と仮定した。また，「継続期間」については企業結合による価格上昇が見込まれる期間を２年と推定した。

企業結合審査によっ
て保護された消費者
利益額（注６）
[約44億円]

同左[約274億円] 同左[約１億円] 同左[約38億円]

（注３） 最終的に届出会社の事情により企業結合計画に係る届出を取り下げた件数を含む。
（注４） 当該年度を含めた過去２年間に掲載した企業結合公表事例集について，当該年度におけるアクセス件数を集計したもの。平成23年度及び平成24年度においては,当該方法による集計を行っていないことから空欄としている。
（注５） 公正取引委員会が当年度中に審査を終了した企業結合案件のうち，問題点解消措置を講じることを前提として独占禁止法上の問題はないと判断した一定の取引分野の市場規模の額を記載している。

施策の予算額・執行額
8,081

(6,808)
7,366

（7,377）
8,279 10,444

施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

－

（注１） 当該年度内に届出を受理した事案であって，処理が終了した年度にかかわらず，受理後30日以内に処理した件数の割合を算出している。
（注２） 当該年度内に届出を受理した事案であって，処理が終了した年度にかかわらず，全ての報告等の受理後90日以内に処理した件数の割合を算出している。



（公正取引委員会29－２）

① ① ① ①

② ② ② ②

③ ③ ③ ③

④ ④ ④ ④

⑤ ⑤ ⑤ ⑤

⑥ ⑥ ⑥ ⑥

⑦ ⑦ ⑦ ⑦

⑧ ⑧ ⑧ ⑧

本件施策の有効性・効率性を評価す
るため，独占禁止法に違反する私的
独占，カルテル，入札談合及び不公
正な取引方法の排除状況を測定す
る。

同左[１件] 同左[１件] 同左[６件]

事件処理件数（注意）
（注２）[208件]

同左[114件] 同左[102件] 同左[106件]

事件処理件数（警告）
[６件]

対象事業者数（法的
措置）[126名]

同左[210名] 同左[132名] 同左[39名]

対象事業者数（警告）
[６名]

同左[１名] 同左[５名] 同左[６名]

同左[85億1076万円]

課徴金納付命令等の
対象事業者数[113名]

同左[181名] 同左[128名] 同左[31名]

課徴金額[250億7644
万円]

同左[302億4283万円] 同左[171億4303万円]

以下を始め，独占禁止法
に違反する私的独占，カ
ルテル，入札談合及び不
公正な取引方法に厳正
に対処し，これらの排除
に努めた。

申告件数（小売業（注
１）に係る不当廉売申
告を除く。）[1,644件]

同左[1,277件] 同左[1,266件]

同左[18件] 同左[10件] 同左[９件]

独占禁止法の目的である一般消費者の利益確保と国民経済
の民主的で健全な発達を促進するため，独占禁止法違反行為
に対して厳正に対処し，独占禁止法違反行為を排除すること
により，公正かつ自由な競争を維持・促進させることを目標とし
て設定した。

政策評価実施
予定時期

平成31年４月～７月

28年度 29年度

測定指標 目標（値）

年度ごとの目標値

1

独占禁止法に違反する私的
独占，カルテル，入札談合及
び不公正な取引方法の厳正
な対処によるこれらの排除
状況

独占禁止法に違反する私
的独占，カルテル，入札
談合及び不公正な取引方
法に厳正に対処し，これ
らを排除する。

29年度

独占禁止法に違反する私的独占，カルテル，入札談合及び不公正な取引方法に厳正に対処し，これらを排除する。

同左[1,121件]

事件処理件数（法的
措置）[20件]

以下を始め，独占禁止法
に違反する私的独占，カ
ルテル，入札談合及び不
公正な取引方法に厳正
に対処し，これらの排除
に努めた。

以下を始め，独占禁止法
に違反する私的独占，カ
ルテル，入札談合及び不
公正な取引方法に厳正
に対処し，これらの排除
に努めた。

以下を始め，独占禁止法
に違反する私的独占，カ
ルテル，入札談合及び不
公正な取引方法に厳正
に対処し，これらの排除
に努めた。

平成29年度実施施策に係る政策評価の事前分析表 

施策名 独占禁止法違反行為に対する措置等　独占禁止法違反行為に対する厳正な対処 担当部局名 管理企画課 作成責任者名 管理企画課長　片桐　一幸

測定指標の選定理由及び目標値（水
準・目標年度）の設定の根拠

年度ごとの実績値

目標年度 24年度 25年度 26年度 27年度

施策の概要
独占禁止法に違反する疑いのある行為について所要の調査（立入検査，事情聴取等）を行
い，違反行為が認められた場合には，排除措置命令を行うほか，警告等の必要な措置を講
ずる。

政策体系上の
位置付け

独占禁止法違反行為を厳正かつ迅速に対処し，これらを排除することにより，公正かつ自由な競争を維持・促進させ，一般消費
者の利益確保と国民経済の民主的で健全な発達に資する。

達成すべき目標
独占禁止法に違反する私的独占，カルテル，入札談合及び不公正な取引方法に厳正に対
処するとともに，酒類，石油製品及び家庭用電気製品の小売業に係る不当廉売事件につい
て迅速に対処し，これらを排除することにより，公正かつ自由な競争を維持・促進する。

目標設定の
考え方・根拠



⑨ ⑨ ⑨ ⑨

⑩ ⑩ ⑩ ⑩

⑪ ⑪ ⑪ ⑪

⑫ ⑫ ⑫ ⑫

⑬ ⑬ ⑬ ⑬

⑭ ⑭ ⑭ ⑭

⑮ ⑮ 同左[約1274億円] ⑮ ⑮

① ① ① ①

② ② ② ②

法的措置によって保
護された消費者利益
額（注５）[約1589億
円]

同左[約346億円]

3

酒類・石油製品・家庭用電気
製品等の小売業に係る不当
廉売事件についての迅速な
対処状況

酒類・石油製品・家庭用
電気製品等の小売業に
係る不当廉売事件につい
て迅速に対処する。

29年度

酒類・石油製品・家庭用電気製品等の小売業に係る不当廉売事件について迅速に対処する。

同左[5,210件]

小売業に係る不当廉
売事件における注意
件数（迅速処理による
もの）[1,736件]

同左[1,366件] 同左[982件]

同左[約14か月（同左
－）]

日刊新聞の報道量
[16,040行]（注４）

同左[13,166行] 同左[5,505行] 同左[6,450行]

課徴金減免制度の適
用が公表された法的
措置件数[19件]

同左[12件] 同左[４件] 同左[７件]

同左[841件]

一事業者当たりの課
徴金額[２億2191万
円]

同左[１億6708万円] 同左[１億3392万円] 同左[２億7454万円]

法的措置を採った全
事件の平均事件処理
期間[約14か月（うち
意見聴取手続開始か
ら法的措置までの平
均期間－）]（注３）

同左[約20か月（同左
約３か月）]

刑事告発件数[１件] 同左[１件] 同左[０件] 同左[１件]

課徴金減免申請件数
[102件]

同左[50件] 同左[61件] 同左[102件]

同左[5,620件]

同左[約15か月（同左
－）]

本件施策の有効性・効率性を評価す
るため，酒類・石油製品・家庭用電気
製品等の小売業における不当廉売
事件について迅速な対処状況を測定
する。

以下を始め，酒類・石油
製品・家庭用電気製品等
の小売業に係る不当廉
売事件について迅速に対
処した。

以下を始め，酒類・石油
製品・家庭用電気製品等
の小売業に係る不当廉
売事件について迅速に対
処した。

以下を始め，酒類・石油
製品・家庭用電気製品等
の小売業に係る不当廉
売事件について迅速に対
処した。

以下を始め，酒類・石油
製品・家庭用電気製品等
の小売業に係る不当廉
売事件について迅速に対
処した。

本指標は，独占禁止法違反行為に
対する対処状況を測定し，本件施策
の有効性を評価するために選定した
ものであり，その目標については，
「酒類の流通における不当廉売，差
別対価等への対応について」，「ガソ
リン等における不当廉売，差別対価
等への対応について」及び「家庭用
電気製品の流通における不当廉売，
差別対価等への対応について」に基
づき，設定した。

２か月 2.1か月 1.9か月 1.7か月

小売業に係る不当廉
売申告件数[8,173件]

同左[5,966件]

2

酒類，石油製品及び家庭用
電気製品の小売業における
不当廉売事件の平均処理期
間

原則２か月以内 29年度

原則２か月以内

同左[約1164億円]



(1) －

（注１） 小売業とは，酒類，石油製品，家庭用電気製品等の小売業のことをいう。

（注２） 小売業に係る不当廉売事件で迅速処理により注意したものを除く。

（注４） 新聞の１段を約70行として計算している。

平成21年6月23日 経済財政改革の基本方針2009（閣議決定）

平成21年3月31日 規制改革推進のための３か年計画（再改定）（閣議決定）

平成19年1月26日 第166回国会　施政方針演説

施策の予算額・執行額
228,846

(192,095)
256,132

（171,076）
256,548 244,544

施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

平成23年8月9日 公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針（閣議決定）

（注３） 意見聴取手続は平成27年４月１日から導入された制度であり，平成26年度以前は「うち意見聴取手続開始から法的措置までの平均期間」に該当するものはない。

独占禁止法に違反する私的独占，カルテル及び入札談合に厳正に対処するとともに，不公正な取引方法に対し迅速かつ的確に対処し，これら
を排除することにより，公正かつ自由な競争を維持・促進するために，独占禁止法に違反する疑いのある行為について所要の調査（立入検査，
事情聴取等）を行い，違反行為が認められた場合には排除措置を行うほか，警告等の必要な措置を講ずる。

達成手段

予算額計（執行額）
（千円）

当初予算額
（千円） 関連する指

標
26年度 27年度 28年度 29年度

行政事業レ
ビュー事業

番号
達成手段の概要等

独占禁止法違反行為に対する厳正な対処
に係る経費

228,846
(192,095)

256,132
（171,076）

256,548 244,544 １～３

（注５） 消費者利益については，「市場規模」，「価格上昇率」及び 「継続期間」を乗じることにより推計している。なお，「市場規模」については法的措置を採った事件において違反行為が行われた一定の取引分野の市場規模の額を用いたほか，「価格上昇率」及び「継
続期間」については法的措置が採られなければ10％の価格引上げが３年間継続されると仮定した。



（公正取引委員会29－３）

① ① ① ①

② ② ② ②

③ ③ ③ ③

④ ④ ④ ④

取引実態調査結果の公表件数につ
いては，取引実態調査の実施・公表
等の状況を測定する指標の一つとし
て，本件施策の有効性・効率性を評
価するために選定したものであり，
目標値は，取引実態調査に必要とな
る標準的な人員，期間等を前提とし
て設定した。

１件以上2
取引実態調査結果の公表
件数

29年度

１件 １件 ０件 ０件

同左[約120名] 同左[約350名]

本件施策の有効性・効率性を評価す
るため，独占禁止法に係る各種ガイ
ドラインの普及・啓発状況を測定す
る。

以下を始め，独占禁止法
に係る各種ガイドライン
の普及・啓発に努め，独
占禁止法違反の未然防
止に努めた。

以下を始め，独占禁止法
に係る各種ガイドライン
の普及・啓発に努め，独
占禁止法違反の未然防
止に努めた。

以下を始め，独占禁止法
に係る各種ガイドライン
の普及・啓発に努め，独
占禁止法違反の未然防
止に努めた。

平成29年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策名 下請法違反行為に対する措置等　取引慣行等の適正化 担当部局名
取引企画課
取引調査室
相談指導室

作成責任者名
　　　取引企画課長　岩成　博夫
　　　取引調査室長　山口　正行
　　　相談指導室長　松本　博明

測定指標の選定理由及び目標値
（水準・目標年度）の設定の根拠

年度ごとの実績値

目標年度 24年度 25年度 26年度 27年度

施策の概要

独占禁止法に係る各種ガイドライン（取引慣行等の適正化に係るもの）の普及・啓発等を図
るとともに，事業者及び事業者団体（以下「事業者等」という。）がこれから実施しようとする
具体的な事業活動の内容について，相談に応じ，問題点の指摘等を行う。また，事業活動
の実態等について競争政策の観点から調査を行い，問題となるおそれのある取引慣行等を
指摘して改善を促すとともに，調査結果を公表する。

政策体系上の
位置付け

独占禁止法違反行為を未然に防止して，事業者等による取引慣行等の自主的な改善を促すことは，公正かつ自由な競争を維
持・促進するために必要であり，一般消費者の利益確保と国民経済の民主的で健全な発達に資する。

達成すべき目標

独占禁止法に係る各種ガイドラインの普及・啓発，独占禁止法に係る事業者等からの相談
（企業結合及び優越的地位の濫用に係る相談を除く。以下「事業者等からの相談」という。）
への対応，取引実態調査の実施・公表等を行うことにより，独占禁止法違反行為を未然に
防止して取引慣行等の適正化を図る。

目標設定の
考え方・根拠

独占禁止法の目的である一般消費者の利益確保と国民経済
の民主的で健全な発達を促進するため，独占禁止法に係る
各種ガイドラインの普及・啓発，事業者等からの相談対応，取
引実態調査等を行い，独占禁止法違反行為を未然に防止し
て取引慣行等の適正化を図ることを目標として設定した。

政策評価実施
予定時期

平成30年４月～７月

1 相談事例の公表件数 10件以上 29年度

測定指標 目標（値）

年度ごとの目標値

相談事例の公表件数については，
相談事例集の充実度を測定し，本件
施策の有効性を評価するために選
定した指標であり，目標値は，これま
での実績等を基に設定した。13件 12件 14件 12件

28年度 29年度

10件以上

以下を始め，独占禁止法
に係る各種ガイドライン
の普及・啓発に努め，独
占禁止法違反の未然防
止に努めた。

同左[約5,310名]

不当廉売ガイドライン
の説明会の開催件数
[７件]

同左[５件] 同左[５件] 同左[６件]

ガイドラインの説明会
の開催件数[90件]

同左[102件] 同左[69件]

3

独占禁止法に係る各種ガイ
ドラインの普及・啓発による
独占禁止法違反行為の未
然防止状況

独占禁止法に係る各種ガ
イドラインの普及・啓発に
より，独占禁止法違反行
為の未然防止を図る。

29年度

独占禁止法に係る各種ガイドラインの普及・啓発により，独占禁止法違反行為の未然防止を図る。

同左[86件]

ガイドラインの説明会
の参加者数[約3,980
名]

同左[約5,490名] 同左[約4,050名]

不当廉売ガイドライン
の説明会の参加者数
[約250名]

２件以上 １件以上

同左[約170名]



① ① ① ①

② ② ② ②

① ① ① ①

② ② ② ②

③ ③ ③ ③

④ ④ ④ ④

⑤ ⑤ ⑤ ⑤

取引実態調査の係属
件数[２件]

4

独占禁止法に係る事業者等
からの相談への対応による
独占禁止法違反行為の未
然防止状況

独占禁止法に係る事業
者等からの相談への対
応により，独占禁止法違
反行為の未然防止を図
る。

29年度

独占禁止法に係る事業者等からの相談への対応により，独占禁止法違反行為の未然防止を図る。

同左[947件]

公正取引委員会ウェ
ブサイトに掲載された
相談事例集のアクセ
ス数（注）[-件]

同左[20,370件] 同左[11,507件] 同左[22,324件]

本件施策の有効性・効率性を評価す
るため，競争政策の広報・広聴活動
の実施状況を測定する。

以下を始め，独占禁止法
に係る事業者等からの相
談への対応に努め，独占
禁止法違反行為の未然
防止に努めた。

以下を始め，独占禁止法
に係る事業者等からの相
談への対応に努め，独占
禁止法違反行為の未然
防止に努めた。

以下を始め，独占禁止法
に係る事業者等からの相
談への対応に努め，独占
禁止法違反行為の未然
防止に努めた。

以下を始め，独占禁止法
に係る事業者等からの相
談への対応に努め，独占
禁止法違反行為の未然
防止に努めた。

事業者等からの相談
件数[1,203件]

同左[1,046件] 同左[1,068件]

同左[３件] 同左[１件] 同左[３件]

事業者，事業者団体
等に対する要請・指導
件数[４件]

同左[８件] 同左[０件] 同左[０件]

以下を始め，取引実態調
査の実施・公表等を行
い，独占禁止法違反行為
の未然防止に努めた。

本件施策の有効性・効率性を評価す
るため，取引実態調査の実施・公表
等の状況を測定する。

5

取引実態調査の実施・公表
等を行うことによる独占禁止
法違反行為の未然防止状
況

取引実態調査の実施・公
表等を行うことにより，独
占禁止法違反行為の未
然防止を図る。

29年度

公正取引委員会ウェ
ブサイトに掲載された
調査報告書（概要）の
アクセス件数（注）[-
件]

同左[16,152件]

以下を始め，取引実態調
査の実施・公表等を行
い，独占禁止法違反行為
の未然防止に努めた。

以下を始め，取引実態調
査の実施・公表等を行
い，独占禁止法違反行為
の未然防止に努めた。

取引実態調査の実施・公表等を行うことにより，独占禁止法違反行為の未然防止を図る。

公正取引委員会ウェ
ブサイトに掲載された
調査報告書（本体）の
アクセス件数（注）[-
件]

同左[10,696件] 同左[10,666件] 同左[０件]

講習会，講師派遣等
の実施回数[６件]

同左[２件] 同左[０件] 同左[０件]

同左[０件]同左[15,949件]

以下を始め，取引実態調
査の実施・公表等を行
い，独占禁止法違反行為
の未然防止に努めた。



(1)

（注） 当該年度を含めた過去２年間の掲載物について，当該年度におけるアクセス件数を集計したもの。平成23年度及び平成24年度においては，当該方法による集計を行っていないことから空欄としている。

－

達成手段の概要等

取引慣行等の適正化を図るため，①説明会の開催等による各種ガイドラインの周知活動，②事業者・事業者団体からの具体的な事業活動に
係る相談対応，③事業活動の実態調査を行い，問題となるおそれのある取引慣行等を指摘して改善を促す。

27年度26年度

行政事業レ
ビュー事業

番号
達成手段

予算額計（執行額）
（千円）

当初予算額
（千円） 関連する指

標

１～５

－

28年度 29年度

取引慣行等の適正化に係る経費
9,041
(6,610)

9,299
（7,373）

21,832 28,840

施策の予算額・執行額
9,041
(6,610)

9,299
（7,373）

21,832 28,840
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）



（公正取引委員会29－４）

① ① ① ①

② ② ② ②

③ ③ ③ ③

④ ④ ④ ④

本件施策の有効性・効率性を評価す
るため，下請法に違反する親事業者
による下請代金の支払遅延，減額等
への対処状況を測定する。

下請法に違反する親事業
者による下請代金の支払
遅延，減額等に対して迅
速かつ的確に対処した。

下請法に違反する親事業
者による下請代金の支払
遅延，減額等に対して迅
速かつ的確に対処した。

下請法に違反する親事業
者による下請代金の支払
遅延，減額等に対して迅
速かつ的確に対処した。

下請法に違反する親事業
者による下請代金の支払
遅延，減額等に対して迅
速かつ的確に対処した。

下請取引に係る書面
調査の実施状況
[親事業者数：38,781
名，
下請事業者数：
214,042名]]（注１・２）

同左
[親事業者数：38,974
名，
下請事業者数：
214,044名]

同左
[親事業者数：38,982
名，
下請事業者数：
213,690名]

同左[10件] 同左[７件] 同左[４件]

違反事件の処理件数
（指導）[4,550件]

同左[4,949件] 同左[5,461件] 同左[5,980件]

措置によって直接保
護された下請事業者
の利益[57億94万円]
（注３）

同左[６億7087万円] 同左[８億7120万円]
同左「13億2622万円
]

3
下請法に違反する親事業者
による下請代金の支払遅
延，減額等への対処状況

下請法に違反する親事業
者による下請代金の支払
遅延，減額等に対して迅
速かつ的確に対処する。

29年度

下請法に違反する親事業者による下請代金の支払遅延，減額等に対して迅速かつ的確に対処する。

同左
[親事業者数：39,101
名，
下請事業者数：
214,000名]

違反事件の処理件数
（勧告）[16件]

2 指導事件の処理期間 ３か月以内 29年度

100%
指導事件の処理期間については，下
請法違反行為への対処状況を測定
し，本件施策の有効性・効率性を評
価するための指標であり，その目標
値は，迅速に処理することが求めら
れる指導事件の実態に即した処理
期間に基づき設定した。

98.5% 98.7% 97.6% 96.9%

勧告事件の処理期間については，下
請法違反行為への対処状況を測定
し，本件施策の有効性・効率性を評
価するための指標であり，その目標
値は，公表に耐え得る証拠収集・事
実認定等のため時間を要する勧告
事件の実態に即した処理期間に基
づき設定した。

56.3% 40.0% 28.6% 50.0%

達成すべき目標
下請法に違反する親事業者による下請代金の支払遅延，減額等に対して迅速かつ的確に
対処すること，また，下請法の普及・啓発を図ることにより，下請取引の公正化を推進し，下
請事業者の利益を保護する。

目標設定の
考え方・根拠

下請取引の公正化を推進するとともに，下請事業者の利益を
保護するためには，下請法を迅速かつ的確に運用すること，ま
た，違反行為を未然に防止する観点から下請法の普及・啓発
を図ることが重要であることから，この目標を設定した。

政策評価実施
予定時期

平成31年４月～７月

28年度 29年度

1 勧告事件の処理期間 10か月以内 29年度

100%

測定指標 目標（値）

年度ごとの目標値

平成29年度実施施策に係る政策評価の事前分析表 

施策名 下請法違反行為に対する措置等　下請法の的確な運用 担当部局名
企業取引課

下請取引調査室
作成責任者名

　　企業取引課長　　　　鎌田　明
　　下請取引調査室長　小菅　英夫

測定指標の選定理由及び目標値
（水準・目標年度）の設定の根拠

年度ごとの実績値

目標年度 24年度 25年度 26年度 27年度

施策の概要

書面調査等により情報を収集し，下請法に違反する疑いのある行為について所要の調査
（実地調査，招致調査等）を行い，違反行為が認められた場合には，必要な措置（法的措置
（下請法第７条に基づく勧告）又は指導）を講ずる。
下請法に係る講習会を開催すること等により，下請法の普及・啓発を図る。

政策体系上の
位置付け

下請法の的確な運用により，下請取引の公正化を推進するとともに，下請事業者の利益を保護し，もって国民経済の健全な発
達に資する。



① ① ① ①

② ② ② ②

③ ③ ③ ③

④ ④ ④ ④

⑤ ⑤ ⑤ ⑤

⑥ ⑥ ⑥ ⑥

⑦ ⑦ ⑦ ⑦

⑧ ⑧ ⑧ ⑧

本件施策の有効性・効率性を評価す
るため，下請法の普及・啓発状況を
測定する。

以下を始め，下請法の普
及・啓発を図り，下請取引
の公正化の推進に努め
た。

以下を始め，下請法の普
及・啓発を図り，下請取引
の公正化の推進に努め
た。

以下を始め，下請法の普
及・啓発を図り，下請取引
の公正化の推進に努め
た。

以下を始め，下請法の普
及・啓発を図り，下請取引
の公正化の推進に努め
た。

下請取引適正化推進
講習会の開催数[30
回]

同左[34回] 同左[30回]

下請取引適正化推進
講習会後の下請法
（下請法の適用範囲
及び親事業者の義務
について）の理解度
[92.2％]（注４）

同左[90.8％] 同左[91.2％] 同左[92.6％]

下請取引適正化推進
講習会後の下請法
（親事業者の禁止行
為について）の理解度
[94.8％]（注４）

同左[93.3％] 同左[94.0％] 同左[94.0％]

公正取引委員会ウェ
ブサイトに掲載された
下請法関係のパンフ
レットへのアクセス数
[326,659件]

同左[59,279件] 同左[130,531件] 同左[180,715件]

4
下請法の普及・啓発を図るこ
とによる下請取引の公正化
の推進状況

下請法の普及・啓発を図
ることにより下請取引の
公正化を推進する。

29年度

下請法の普及・啓発を図ることにより下請取引の公正化を推進する。

勧告事件の日刊報道
量[5,872行]（注５）

同左[1,058行] 同左[1,443行] 同左[485行]

同左[33回]

下請取引適正化推進
講習会の参加者数
[3,845人]

同左[4,454人] 同左[3,927人] 同左[4,881人]

公正取引委員会ウェ
ブサイトに掲載された
勧告事件のアクセス
数[-件](注６）

同左[109,033件] 同左[124,218件] 同左[94,346件]

公正取引委員会ウェ
ブサイトに掲載された
下請取引適正化推進
講習会テキストへのア
クセス数82,258件]

同左[34,569件] 同左[28,981件] 同左[36,760件]



(1)

26年度 27年度

（注６） 当該年度を含めた過去２年間の勧告事件について，当該年度におけるアクセス件数を集計したもの。平成23年度及び平成24年度においては，当該方法による集計を行っていないことから空欄としている。

下請法の的確な運用に係る経費
138,206
(103,292)

136,608
（101,623）

137,772 198,694 １～４ －
下請法を的確に運用し，下請取引の公正化を推進して下請事業者の利益を保護するため，下請法に違反する疑いのある行為について実地調
査，招致調査等を行って迅速かつ的確に処理して違反行為を排除し，また，下請取引適正化推進講習会の開催や下請法に関するパンフレット・
テキストを作成，配布して下請法の普及啓発を図る。

（注３） 公正取引委員会の措置に基づき，親事業者が下請事業者が被った不利益について原状回復措置（減額した下請代金の返還等）した額の総額。

達成手段

予算額計（執行額）
（千円）

当初予算額
（千円） 関連する指

標
28年度 29年度

（注４） 理解度については，アンケートにおいて「よく分かった」又は「概ね分かった」と回答した参加者の割合を記載。

（注５） 新聞の１段を約70行として計算している。

平成28年6月2日 経済財政運営と改革の基本方針2016 ～600兆円経済への道筋～（閣議決定）

（注１） 下請法では，委託取引の内容及び取引を委託する事業者の資本金，受託する事業者の資本金等によって「親事業者」及び「下請事業者」を定義している。

（注２） 下請取引においては，親事業者の下請法違反行為により下請事業者が不利益を被っている場合であっても，その取引の性格から，下請事業者からの自発的な情報提供が期待しにくい実態にあることから，親事業者及びその下請事業者を対象として，定期的
に書面調査を行っている。

施策の予算額・執行額
138,206
(103,292)

136,608
（101,623）

137,772 198,694
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

平成29年1月20日 第193回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説

行政事業レ
ビュー事業

番号
達成手段の概要等



（公正取引委員会29－５）

平成29年度実施施策に係る政策評価の事前分析表 

施策名 競争政策の普及啓発等　競争政策の広報・広聴 担当部局名 官房総務課 作成責任者名 官房総務課長　藤本　哲也

測定指標の選定理由及び目標値
（水準・目標年度）の設定の根拠

年度ごとの実績値

目標年度 24年度 25年度 26年度 27年度

施策の概要
独占禁止法等の内容や公正取引委員会の活動について，報道発表やウェブサイト等による
広報活動を行うとともに，国民各層とのコミュニケーションを通じて，国民からの意見・要望を
広く把握する広聴活動を行い，競争政策に対する国民的理解の増進を図る。

政策体系上の
位置付け

競争政策の広報・広聴を通じて，競争政策に対する国民的理解の増進を図り，もって公正かつ自由な競争を促進させ，一般消
費者の利益確保と国民経済の民主的で健全な発達に資する。

達成すべき目標
独占禁止法等の内容や公正取引委員会の活動について広く国民に情報提供を行うととも
に，国民各層とのコミュニケーションにより意見・要望を把握することを通じて，競争政策に
対する国民的理解の増進を図るとともに，今後の競争政策の有効かつ適切な推進を図る。

目標設定の
考え方・根拠

独占禁止法の目的である一般消費者の利益確保と国民経済
の民主的で健全な発達を促進するため，競争政策の広報・広
聴活動を通じて，競争政策に対する国民的理解の増進を図る
とともに，今後の競争政策の有効かつ適切な推進を図ること
を目標として設定した。

政策評価実施
予定時期

平成32年４月～７月

28年度 29年度

1
一日公正取引委員会の開
催状況

参加人数
1,610人以上

29年度

測定指標 目標（値）

年度ごとの目標値

開催件数８件 開催件数８件 開催件数８件
参加人数

1,490人以上
参加人数

1,610人以上

2 消費者セミナーの開催状況 53件以上 29年度

41件以上 42件以上

一日公正取引委員会（独占禁止法・
下請法の講演会，独占禁止法教
室，相談コーナー等を１か所の会場
で集中的に開催するもの）は，今後
も年間８件の開催を維持することが
見込まれることから，開催件数では
なく，当該活動への参加人数を指標
として選定し，本施策の進捗状況の
測定及び有効性の評価を行うことが
適当と考えられる。
目標値については，各事務所におけ
る過去３年間の参加人数の平均値
等を合計したものとした。

８件
（2,262人）（注１）

８件
（1,603人）

８件
（1,440人）

８件
（1,686人）

42件以上 42件以上 43件以上 53件以上

消費者セミナー（独占禁止法の内容
や公正取引委員会の活動について
対話型・参加型で実施するイベント）
の開催件数については，競争政策
の広報・広聴活動の推進状況を測
定し，本件施策の有効性を評価する
ために選定した指標であり，目標値
は，これまでの実績を考慮するなど
して設定した。

50件 49件 53件 57件

開催件数８件

①80％以上
②70％以上
③70％以上
④70％以上

消費者セミナーに関する①～④の測
定指標については，広報・広聴活動
の推進状況を測定し，本件施策の有
効性を評価するために選定した。
目標値の設定根拠は，①及び②の
測定指標については過去５年間の
平均値を基に設定し，③及び④の測
定指標については，他の広報活動
において実施しているアンケート結
果を考慮するなどして設定した。

―

①84％
②70％

③-
④-

①88％
②79％

③-
④-

①88％
②78％

③-
④-

3

消費者セミナー参加者にお
ける①同セミナーの内容に
対する理解度，②同セミ
ナーの内容に対する満足
度，③同セミナーを受けての
競争の重要性等に対する理
解の向上，④同セミナーを
受けての公正取引委員会等
に対する関心の高まり（注
２）

①80％以上
②70％以上
③70％以上
④70％以上

29年度

①83％
②74％

③-
④-



① ① ① ①

② ② ② ②

③ ③ ③ ③

④ ④ ④ ④

独占禁止法等の内容や公正取引委員会の活動について広く国民に情報提供を行うとともに，国民各層とのコミュニケーションを通じた意見・要望の把握を通じ
て競争政策に対する理解を増進する。

同左[３回]

141件以上

独占禁止法教室（中学校・高校・大
学の授業に公正取引委員会の職員
を講師として派遣し，競争の重要性
や公正取引委員会の役割等に係る
講義を行うもの）の開催件数につい
ては，競争政策の広報・広聴活動の
推進状況を測定し，本件施策の有効
性を評価するために選定した指標で
あり，目標値は，これまでの実績を
考慮するなどして設定した。

112件 141件 148件 164件

76件以上 86件以上 86件以上 111件以上 121件以上

地方有識者との懇談会（全国の様々
な地域に所在する有識者に対して公
正取引委員会の取組に関する情報
を提供し，当該有識者の幅広い意見
や要望を聴取するもの）の開催件数
については，競争政策の広報・広聴
活動の推進状況を測定し，本件施策
の有効性を評価するために選定した
指標であり，目標値は，これまでの
実績を考慮するなどして設定した。

委員等 10 ８ ８ ９

83件以上 80件以上

88

地方事務所長等 72 80 83 87

合計 82 91 96

6
地方有識者との懇談会開催
件数

87件以上 29年度

81件以上

メールマガジン登録件
数[5,070名]

同左[5,382名] 同左[5,443名] 同左[5,575名]

以下を始め，独占禁止法
等の内容や公正取引委
員会の活動について広く
国民に情報提供を行うと
ともに，国民各層とのコ
ミュニケーションによる意
見・要望の把握を通じ
て，競争政策に対する理
解の増進に努めた。

以下を始め，独占禁止法
等の内容や公正取引委
員会の活動について広く
国民に情報提供を行うと
ともに，国民各層とのコ
ミュニケーションによる意
見・要望の把握を通じ
て，競争政策に対する理
解の増進に努めた。

以下を始め，独占禁止法
等の内容や公正取引委
員会の活動について広く
国民に情報提供を行うと
ともに，国民各層とのコ
ミュニケーションによる意
見・要望の把握を通じ
て，競争政策に対する理
解の増進に努めた。

以下を始め，独占禁止法
等の内容や公正取引委
員会の活動について広く
国民に情報提供を行うと
ともに，国民各層とのコ
ミュニケーションによる意
見・要望の把握を通じ
て，競争政策に対する理
解の増進に努めた。

独占禁止懇話会の開
催回数[２回]

同左[３回] 同左[３回]

報道発表件数[258件] 同左[286件] 同左[318件] 同左[337件]

独占禁止法教室に関する①～④の
測定指標については，広報・広聴活
動の推進状況を測定し，本件施策の
有効性を評価するために選定した。
目標値の設定根拠は，①及び②の
測定指標については過去５年間の
平均値を基に設定し，③及び④の測
定指標については，平成28年度下
半期から関東甲信越地区でアン
ケートを実施しており，同アンケート
結果を踏まえ設定した。

5

独占禁止法教室参加者にお
ける①同教室の内容に対す
る理解度，②同教室の内容
に対する満足度，③同教室
の講義を受けての競争の重
要性等に対する理解の向
上，④同教室の講義を受け
ての公正取引委員会等に対
する関心の高まり（注２）

①85％以上
②80％以上
③80％以上
④75％以上

29年度

4 独占禁止法教室開催件数 141件以上 29年度

―

①85％以上
②80％以上
③80％以上
④75％以上

①88％
②87％

③-
④-

①91％
②88％

③-
④-

①91％
②86％

③-
④-

①92％
②88％

③-
④-

各種広報活動（公表し
たもの）に係る新聞記
事の広告費換算額[５
億2245万円]

同左[３億9036万円] 同左[２億8416万円] 同左[５億6155万円]

82件以上 83件以上 87件以上



⑤ ⑤ ⑤ ⑤

⑥ ⑥ ⑥ ⑥

⑦ ⑦ ⑦ ⑦

⑧ ⑧ ⑧ ⑧

⑨ ⑨ ⑨ ⑨

⑩ ⑩ ⑩ ⑩

⑪ ⑪ ⑪ ⑪

(1)

（注５） 　７-⑨～７-⑪の測定指標については，有識者との懇談会とともに開催される講演会の参加者に対して平成28年度以降実施しているアンケート結果を用いて測定を行っている。なお，７－⑨については講演会を聴講して公正取引委員会の活動内容について
理解が深まったかとの問に対し，「理解が深まった」又は「おおむね理解が深まった」と回答した参加者の割合，７－⑩については講演会を聴講して独占禁止法，下請法等の内容について理解が深まったかとの問に対し，「理解が深まった」又は「おおむね理解
が深まった」と回答した参加者の割合，７－⑪については講演会を聴講して独占禁止法，公正取引委員会の役割について賛同できたかとの問に対し，「賛同できた」又は「おおむね賛同できた」と回答した参加者の割合を記載している。

7

独占禁止法等の内容や公
正取引委員会の活動につい
ての情報提供状況及び国民
各層とのコミュニケーション
による意見・要望の把握を
通じた競争政策に対する理
解の増進状況

独占禁止法等の内容や
公正取引委員会の活動
について広く国民に情報
提供を行うとともに，国民
各層とのコミュニケーショ
ンによる意見・要望の把
握を通じて競争政策に対
する理解を増進する。

29年度

公正取引委員会ウェ
ブサイトに掲載された
パンフレット及び独占
禁止法動画サイトへ
のアクセス件数
515,846件]

同左[180,667件] 同左[309,960件] 同左[194,541件]

（注３） 　twitter は平成26年6月から開始のため，平成26年度については，同月以降の数を記載している。

同左[90％] 同左[87％]

同左[-％]（注５） 同左[-％]（注５） 同左[-％]（注５）

達成手段

公正取引委員会ウェ
ブサイトのトップペー
ジへのアクセス件数
[1,938,070件]

同左[2,114,771件] 同左[1,997,895件] 同左[1,801,125件]

予算額計（執行額）
（千円）

当初予算額
（千円） 関連する指

標
達成手段の概要等

本件施策の有効性・効率性を評価す
るため，競争政策の広報・広聴活動
の実施状況を測定する。

行政事業レ
ビュー事業

番号

一日公正取引委員会
参加者の評価[79％]
（注４）

同左[91％]

講演会参加者の公正
取引委員会の役割に
ついての賛同[-％]
（注５）

同左[-％]（注５） 同左[-％]（注５）

26年度 27年度 28年度 29年度

1,634
(1,149)

1,640
（1,000）

1,716 1,727 ７-①

4,029 3,950 ６ ２

イ　独占禁止懇話会（内数）

競争政策の広報・広聴に係る経費
25,437

(19,881)
24,227

（21,160）
24,197 23,974 １～７

３

競争政策に対する国民的理解の増進を図るとともに，今後の競争政策の有効かつ適切な推進を図るために，報道発表，ウェブサイトによる情
報発信，独占禁止法教室の開催等の各種広報活動及び学界，産業界，経済団体，消費者団体等の有識者との意見交換等の各種広聴活動を
行う。

－

ア　独占禁止政策に関する地方有識者と
の懇談会（内数）

4,146
(2,784)

4,135
(3,154）

twitter フォロワー数[-
名]（注３）

同左[-名]（注３） 同左[6,697名] 同左[16,614名]

－

（注１） 　同測定指標は，平成27年度まで「開催件数」を測定することとしていたが，平成28年度から「参加人数」で測定することとしたため，これまでの参加人数を括弧書きで記載している。

（注４） 　一日公正取引委員会参加者の評価については，アンケートにおいて，一日公正取引委員会の取組に対する評価について「非常に良い」又は「良い」と回答した参加者の割合を記載した。

施策の予算額・執行額
25,437

(19,881)
224,227
（21,160）

24,197 23,974
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

（注２） 　３-①～３-④，５－①～５－④の測定指標については，公正取引委員会が消費者セミナー又は独占禁止法教室の参加者に対して実施したアンケート結果を用いて測定を行っている。なお，３－①，５-①については講義内容等を理解できたかとの問に対し，
「理解できた」又は「おおむね理解できた」と回答した参加者の割合，３－②，５－②については講義内容等に関する問に対し，「満足」又は「おおむね満足」と回答した参加者の割合，３－③，５－③については講義等を受けて市場経済の仕組みや競争の重要
性について理解が深まったかとの問に対し，「深まった」又は「やや深まった」と回答した参加者の割合，３－④，５－④については講義等を受けて公正取引委員会や独占禁止法に対する興味・関心が高まったかとの問に対し，「高まった」又は「やや高まった」
と回答した参加者の割合を記載している。

同左[-％]（注５）

講演会参加者の公正
取引委員会の活動に
対する理解の向上[-
％]（注５）

同左[-％]（注５） 同左[-％]（注５） 同左[-％]（注５）

講演会参加者の独占
禁止法，下請法等の
理解の向上[-％]（注
５）



（公正取引委員会29－６）

2
公正取引委員会ウェブサイ
トの英文プレスリリース掲載
件数

34件以上 29年度

平成29年度実施施策に係る政策評価の事前分析表 

施策名 競争政策の普及啓発等　海外の競争当局等との連携の推進 担当部局名 官房国際課 作成責任者名 官房国際課長　諏訪園　貞明

測定指標の選定理由及び目標値
（水準・目標年度）の設定の根拠

年度ごとの実績値

目標年度 24年度 25年度 26年度 27年度

施策の概要
二国間，多国間及び技術支援の枠組みにおける海外競争当局間の協力・連携の強化に努
めるほか，公正取引委員会の国際的なプレゼンスを向上させ，我が国の競争政策の状況を
広く海外に周知する。

政策体系上の
位置付け

海外競争当局との協力・連携を強化し，公正取引委員会の国際的なプレゼンスを向上させて我が国の競争政策の状況を広く
海外に周知することで，公正かつ自由な競争の促進に繋がり，一般消費者の利益確保と国民経済の民主的で健全な発達に
資する。

達成すべき目標

1

途上国等に対する競争法・
政策に関する技術研修が有
効であったと回答した研修
生の割合（注１）

80%以上 29年度

80%以上

測定指標 目標（値）

年度ごとの目標値

平成30年４月～７月

開発途上国・移行経済国の競争当
局等への技術支援について，途上
国等に対する競争法・政策に関する
技術研修の参加者のうち当該研修
が有効だったと回答した研修生の割
合を指標として把握することによっ
て，海外の競争当局との協力・連携
の状況を測定し，本件施策の有効性
を評価する。その目標値について
は，当該研修が有効であったと判断
できる水準として設定した。

99% 91% 90% 97%

目標設定の
考え方・根拠

独占禁止法の目的である一般消費者の利益確保と国民経済
の民主的で健全な発達を促進するため，競争当局間協議の
開催，多国間における検討への積極的参加，途上国等への
技術支援，公正取引委員会の国際的なプレゼンスの向上，我
が国の競争政策の海外への周知等を通じて，海外競争当局
等との連携を推進することを目標として設定した。

政策評価実施
予定時期

二国間独占禁止協力協定等に基づく競争当局間協議等の開催，多国間における検討への
積極的参加及び開発途上国・移行経済国の競争当局等への技術支援を積極的に実施する
こと並びに公正取引委員会の国際的なプレゼンスを向上させて我が国の競争政策の状況
を広く海外に周知することによって，海外の競争当局等との連携を推進する。

28年度 29年度

33件以上 34件以上
公正取引委員会の国際的なプレゼ
ンスを向上させて我が国の競争政策
の状況を広く周知することについて，
公正取引委員会ウェブサイトの英文
プレスリリースの掲載件数を指標と
して把握することによって，我が国の
競争政策の海外への周知のための
取組の推進状況を測定し，本件施策
の有効性を評価する。その目標値に
ついては，過去5年間の平均掲載件
数を基に設定した。

35件 34件 30件 37件

30件以上16件以上 34件以上 29件以上



① ① ① ①

② ② ② ②

③ ③ ③ ③

④ ④ ④ ④

⑤ ⑤ ⑤ ⑤

⑥ ⑥ ⑥ ⑥

⑦ ⑦ ⑦ ⑦

3

二国間独占禁止協力協定
等に基づく競争当局間協議
等の開催，多国間における
検討への参加，開発途上
国・移行経済国の競争当局
等への技術支援の実施状
況及び公正取引委員会の国
際的なプレゼンスの向上に
よる我が国の競争政策の状
況の海外への周知状況

二国間独占禁止協力協
定等に基づく競争当局間
協議等の開催，多国間に
おける検討への参加，開
発途上国・移行経済国の
競争当局等への技術支
援の積極的実施及び公
正取引委員会の国際的
なプレゼンスの向上によ
り我が国の競争政策の状
況を広く海外に周知

29年度

二国間独占禁止協力協定等に基づく競争当局間協議等の開催，多国間における検討への参加，開発途上国・移行経済国の競争当局等への技術支援の積
極的実施及び公正取引委員会の国際的なプレゼンスの向上により我が国の競争政策の状況を広く海外に周知する。

ＩＣＮ（国際競争ネット
ワーク）（注２）年次総
会及び各作業部会
ワークショップへの出
席回数[５回]

同左[４回]

海外の法曹協会が主
催するセミナー等へ
の講師派遣回数[13
回]

海外の競争当局との
二国間協議の開催回
数[４回]

同左[４回] 同左[２回]

公正取引委員会ウェ
ブサイトの英文プレス
リリース掲載件数のう
ち，独占禁止法に基
づく法的措置案件及
び企業結合案件に係
るプレスリリースの掲
載件数[16回]

同左[18回] 同左[16回] 同左[15回]

同左[８回]

以下を始め，二国間独占
禁止協力協定に基づく競
争当局間協議等の開催，
多国間における検討へ
の参加及び開発途上国・
移行経済国の競争当局
等への技術支援の積極
的な実施に努め，公正取
引委員会の国際的なプレ
ゼンスを向上させて我が
国の競争政策の状況を
広く海外に周知すること
に努めた。

以下を始め，二国間独占
禁止協力協定に基づく競
争当局間協議等の開催，
多国間における検討へ
の参加及び開発途上国・
移行経済国の競争当局
等への技術支援の積極
的な実施に努め，公正取
引委員会の国際的なプレ
ゼンスを向上させて我が
国の競争政策の状況を
広く海外に周知すること
に努めた。

以下を始め，二国間独占
禁止協力協定等に基づく
競争当局間協議等の開
催，多国間における検討
への参加及び開発途上
国・移行経済国の競争当
局等への技術支援の積
極的な実施に努め，公正
取引委員会の国際的な
プレゼンスを向上させて
我が国の競争政策の状
況を広く海外に周知する
ことに努めた。

同左[５回]

途上国等に対する競
争法・政策に関する技
術研修（注３）の実施
回数[６回]

公正取引委員会ウェ
ブサイトの英文トップ
ページへのアクセス
数[50,229件]

同左[75,861件]

公正取引委員会ウェ
ブサイトの英文プレス
リリースページへのア
クセス数[79,021件]

同左[17,766件] 同左[15,828件]

同左[５回]

以下を始め，二国間独占
禁止協力協定に基づく競
争当局間協議等の開催，
多国間における検討へ
の参加及び開発途上国・
移行経済国の競争当局
等への技術支援の積極
的な実施に努め，公正取
引委員会の国際的なプレ
ゼンスを向上させて我が
国の競争政策の状況を
広く海外に周知すること
に努めた。

同左[20回] 同左[22回] 同左[22回]

同左[88,305件]

同左[23,403件]

同左[80,058件]

本件施策の有効性・効率性を評価す
るため，競争当局間協議の開催，多
国間における検討への参加，途上
国等への技術支援，公正取引委員
会の国際的なプレゼンスの向上，我
が国の競争政策の海外への周知等
の状況を測定する。同左[５回] 同左[４回] 同左[５回]



(1)

ア　国際競争組織分担金（内数）
305

(291)
346

（330）
377

海外競争当局等との連携強化に必要な
経費

53,541
(53,000)

１～３

達成手段

予算額計（執行額）
（千円）

当初予算額
（千円） 関連する指

標
26年度 27年度 28年度 29年度

346 －

57,718
（56,135)

（注３） 公正取引委員会は，ＪＩＣA（独立行政法人国際協力機構）等の協力の下，我が国の独占禁止法とその運用に関する知識習得の機会を提供し，途上国等における競争法の導入又は強化に資することを目的として，途上国等の競争当局等の職員に対する技術
研修を開催している。

平成21年6月2日 平成21年独占禁止法改正法案に対する参経済産業委員会附帯決議

（注１） 「研修プログラムの適切性について」，「講師の講義のプレゼンテーションに対する評価又は講義の質について」及び「研修で得た 知識・経験が役立つか否かについて」の各項目において，５段階評価中「５」又は「４」と，４段階評価中「４」又は「３」と 回答した
研修参加者の割合。

（注２） ＩＣＮとは，競争法執行における手続面及び実体面の収れんを促進することを目的として平成13年10月に発足した各国競争当局を中心としたネットワークであり，平成28年３月現在，120か国・地域から133の競争当局が参加している。

施策の予算額・執行額
53,541

(53,000)
57,718

（56,135)
67,466 68,620

施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

１

海外の競争当局等との連携を推進するために，競争当局間協議等の開催，多国間における検討への積極的参加，途上国等の競争当局等へ
の技術支援，我が国の競争政策の海外への周知活動等の事業を行う。

67,466 68,620

行政事業レ
ビュー事業

番号
達成手段の概要等

－
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平成29年度実施施策に係る政策評価の事前分析表 

施策名 競争政策の普及啓発等　競争的な市場環境の創出のための提言等 担当部局名
経済取引局総務課

経済調査室
調整課

作成責任者名
　経済取引局総務課長　杉山　幸成
　経済調査室長　　　　 　木尾　修文
　調整課長　　　　　　　　 藤井　宣明

入札談合等関与行為防止法に係る
発注機関向け研修参加後の職場内
周知の予定については，発注機関
における入札談合等の防止のため
の取組の支援・促進の推進状況を
測定し，本件施策の有効性・効率性
を評価するために選定した指標であ
り，その目標値は，過去5年間の平
均値とした。

入札談合等関与行為防止法に係る
発注機関向け研修の理解度及び有
益度については，発注機関における
入札談合等の防止のための取組の
支援・促進の推進状況を測定し，本
件施策の有効性・効率性を評価する
ために選定した指標であり，その目
標値は，研修対象者が発注担当職
員等であることを踏まえ，高水準と
いえる値を設定した。

測定指標の選定理由及び目標値
（水準・目標年度）の設定の根拠

年度ごとの実績値

目標年度 24年度

施策の概要

①研修の実施等を通じて発注機関における入札談合等の防止のための取組を支援・促進
し，②公開セミナーの実施等により競争政策の重要性や競争政策に係る最近の主要な論
点等に関する情報発信を行い，③各府省における規制の事前評価における競争評価の取
組を支援・促進する。

政策体系上の
位置付け

発注機関，事業者等に対して競争政策の定着を図り，もって，競争的な市場環境を創出することで，公正かつ自由な競争を促
進させ，一般消費者の利益確保と国民経済の民主的で健全な発達に資する。

達成すべき目標

①発注機関における入札談合等の防止に係る意識・取組内容の向上，②事業者，法曹等
の実務家，行政機関の職員等における競争政策に係る理解の増進，③各府省における規
制の事前評価に当たっての競争評価の定着及びその内容の向上を図ることによって，発注
機関，事業者等に対して競争政策の定着を図り，もって，競争的な市場環境を創出する。

目標設定の
考え方・根拠

独占禁止法の目的である一般消費者の利益確保と国民経済
の民主的で健全な発達を促進するため，発注機関における入
札談合等の防止のための取組の支援・促進，競争政策の重
要性等の情報発信，各府省における規制の事前評価におけ
る競争評価の取組の支援・促進等を行って，競争的な市場環
境を創出することを目標として設定した。

―

政策評価実施
予定時期

平成30年４月～７月

測定指標 目標（値）

年度ごとの目標値

272回以上
参加人数

20,000人以上

26年度 27年度 28年度 29年度25年度

1
入札談合等関与行為防止
法に係る発注機関向け研修
の実施状況

参加人数
20,000人以上

29年度

128回以上 160回以上 201回以上 242回以上

235回
312回

（21,730人）
（注１，２）

318回
（21,314人）

317回
（24,494人）

95.2% 94.5% 95.1%

96.3% 95.6% 95.7%

―

―

90％以上

90％以上

入札談合等関与行為防止法に係る
発注機関向け研修の実施回数につ
いては，今後も300回前後の開催を
維持することが見込まれることから，
実施回数ではなく，当該活動への参
加人数を指標として選定し，本施策
の進捗状況の測定及び有効性の評
価を行うことが適当と考えられる。目
標値については，平成28年度の参
加人数（約20,000人）を踏まえ設定し
た。

85％以上

82.7% 90.6% 88.4% 89.1%

2

入札談合等関与行為防止
法に係る発注機関向け研修
における参加者の理解度
（注３）

90％以上 29年度

95.3%

94.0%

4

入札談合等関与行為防止
法に係る発注機関向け研修
参加後の職場内周知の予
定（注５）

85％以上 29年度

3
入札談合等関与行為防止
法に係る発注機関向け研修
の有益度（注４）

90％以上 29年度



① ① ① ①

(1) (1) (1) (1)

３回以上

―

―

―

8
実態調査報告書の公表件
数

１件以上 29年度

29年度

公開セミナー及び国際シ
ンポジウムの開催を通じ
て競争政策の重要性や
競争政策に係る最近の
主要な論点等に関する情
報発信を行うことにより，
競争政策の定着を図る。

公開セミナー及び国際シ
ンポジウムの開催を通じ
て競争政策の重要性や
競争政策に係る最近の
主要な論点等に関する
情報発信を行った。

公開セミナー及び国際シ
ンポジウムの開催を通じ
て競争政策の重要性や
競争政策に係る最近の
主要な論点等に関する
情報発信を行った。

競争政策の重要性や競争政策に係
る最近の主要な論点等に関する情
報発信による，本件施策の有効性・
効率性を評価するために設定した。

公開セミナー及び国際シ
ンポジウムの開催を通じ
て競争政策の重要性や
競争政策に係る最近の
主要な論点等に関する
情報発信を行った。

公開セミナー参加人
数

公開セミナー参加人
数

公開セミナー参加人
数

公開セミナー参加人
数

経済学からみ
た再販売価格
維持行為をめ
ぐる議論の現
状[74名]

独占禁止法と
日本経済－グ
ローバリゼー
ション・イノベー
ション・規制改
革－[117名]

公開セミナー及び国際シ
ンポジウムの開催を通じ
て競争政策の重要性や
競争政策に係る最近の
主要な論点等に関する
情報発信を行った。

企業再生への
国家の関与と
競争政策[125
名]

欧州企業結合
規制の現状（デ
ジタルプラット
フォーム及び電
気通信に焦点
を当てて）[36
名]

公開セミナー及び国際シ
ンポジウムの開催を通じ
て競争政策の重要性や
競争政策に係る最近の
主要な論点等に関する
情報発信を行うことによ
り，競争政策の定着を図
る。

実態調査結果の公表件数について
は，実態調査の実施・公表の状況を
測定する指標の一つとして，本件施
策の有効性・効率性を評価するため
に選定したものであり，目標値は，
実態調査に必要となる標準的な人
員，期間等を前提として設定した。

１件

公開セミナー及び国際シンポジウム
のテーマ選定に係る参加者の満足
度については，事業者，法曹等の実
務家，行政機関の職員等における
競争政策に係る理解の増進状況を
測定し，本件施策の有効性・効率性
を評価するために選定した指標であ
り，その目標値は，一定の知識を有
する者以外の者が比較的多く参加
することを踏まえ，高水準といえる値
を設定した。

6
公開セミナーのテーマ選定
に係る参加者の満足度（注
６）

80％以上 29年度

― ― ― ―

7
国際シンポジウムのテーマ
選定に係る参加者の満足度
（注７）

80％以上 29年度

― ― ― ―

３回以上 29年度

公開セミナー（広く一般から参加者を
募り，競争政策研究センターの研究
成果の発表等を行うもの）の開催回
数については，競争政策の情報発
信状況を測定し，本件施策の有効
性を評価するために選定した指標で
あり，その目標値は，過去５年間の
平均開催回数を基に設定した。

３回 ３回 ３回 ３回

80％以上

80％以上

１件以上

―

１件 ０件 １件

9

競争政策の重要性や競争
政策に係る最近の主要な論
点等に関する情報発信を行
うことによる競争政策の定
着状況

5 公開セミナーの開催回数



(2) (2) (2) (2)

(3) (3) (3) (3)

② ② ② ②

① ① ① ①

② ② ② ②

① ① ① ①

国際シンポジウム参
加人数［128名］（テー
マ：新興国における競
争政策の役割）

国際シンポジウム参
加人数［139名］（テー
マ：デジタルエコノミー
における競争政策）

以下を始め，実態調査の
実施・公表を通じて競争
政策上の考え方を示し，
事業者の新規参入や創
意工夫の発揮のための
環境整備の促進に努め
た。

以下を始め，実態調査の
実施・公表を通じて競争
政策上の考え方を示し，
事業者の新規参入や創
意工夫の発揮のための
環境整備の促進に努め
た。

諸外国におけ
る優越的地位
の濫用規制等
の分析[27名]

中国における
独占禁止法運
用について[36
名]

テ
ー

マ

国際シンポジウム参
加人数［158名］（テー
マ：急増する特許権と
イノベーション～競争
政策の役割～）

―（注８）

競争法の視点
からみた特許
紛争-欧米のIT
分野における
動向を中心とし
て-[137名]

テ
ー

マ

「日本の競争政
策：歴史的概
観」等[82名]

独占禁止法と
知的財産法の
交錯―日中比
較の観点から
―[23名]

中国における
独占禁止法と
知的財産権の
関係について
[73名]

各府省において実施
された規制の事前評
価の件数に対して競
争評価チェックリスト
（注９）を用いた競争
評価が実施された件
数の割合[93.5％]

同左[100％] 同左[100％] 同左[100％]

本件施策の有効性・効率性を評価
するため，各府省における規制の事
前評価に当たっての競争評価の定
着及びその内容の向上状況を測定
する。

以下を始め，各府省にお
ける規制の事前評価に
当たっての競争評価の定
着及びその内容の向上
に努めた。

以下を始め，各府省にお
ける規制の事前評価に
当たっての競争評価の定
着及びその内容の向上
に努めた。

同左[１件] 同左[１件] 同左[１件]

競争評価に関する検
討会議の開催回数[３
回]

同左[２回] 同左[０回] 同左[０回]

電子書籍市場
の動向につい
て[81名]

特許制度と競
争政策につい
て-FTC知的財
産権報告書
（2011年公表）
を題材として-
［64名］

テ
ー

マ

テ
ー

マ

以下を始め，実態調査の
実施・公表を通じて競争
政策上の考え方を示し，
事業者の新規参入や創
意工夫の発揮のための
環境整備の促進に努め
た。

以下を始め，実態調査の
実施・公表を通じて競争
政策上の考え方を示し，
事業者の新規参入や創
意工夫の発揮のための
環境整備の促進に努め
た。

10

調査の係属件数[１
件]

実態調査の実施・公表を通じて競争政策上の考え方を示すことにより，事業者の新規参入や創意工夫の発揮のための環境整備を促進する。

各府省における規制の事前
評価に当たっての競争評価
の定着及びその内容の向上
による各府省に対する競争
政策の定着状況

各府省における規制の事
前評価に当たっての競争
評価の定着及びその内
容の向上を図ることに
よって，各府省に対して
競争政策の定着を図る。

29年度

各府省における規制の事前評価に当たっての競争評価の定着及びその内容の向上を図ることによって，各府省に対して競争政策の定着を図る。

以下を始め，各府省にお
ける規制の事前評価に
当たっての競争評価の定
着及びその内容の向上
に努めた。

以下を始め，各府省にお
ける規制の事前評価に
当たっての競争評価の定
着及びその内容の向上
に努めた。



② ② ② ②

③ ③ ③ ③

④ ④ ④ ④

(1)

（注２） 参加人数は，基本的には実際に研修に参加した人数（又はアンケート回答数）を集計したものであるが，平成28年度以前については，個々の研修によっては予定人数（使用するテキストの発送数）を集計したものもある。

（注１） 同測定指標は，平成28年度まで「実施回数」を測定することとしていたが，平成29年度から「参加人数」で測定することとしたため，これまでの参加人数を括弧書きで記載している。

予算額計（執行額）
（千円）

当初予算額
（千円） 関連する指

標
達成手段の概要等

本件施策の有効性・効率性を評価
するため，事業者の新規参入や創
意工夫の発揮のための環境整備に
よる事業者間の競争促進状況を測
定する。

行政事業レ
ビュー事業

番号26年度

施策の予算額・執行額
43,557

(35,208)
43,747

（35,162）
43,505 43,563

イ　政府規制・公的制度等に関する検討
会議（内数）

1,417
(1,256)

1,288
（0）

1,266 1,000

21,780 ５，６，９-① ４

説明会，講習会，講
師派遣等の実施回数
[３件]

同左[０件] 同左[46件] 同左[０件]

公正取引委員会ウェ
ブサイトに掲載された
調査報告書（概要）の
アクセス件数（注10）
[-件]

同左[594件］ 同左[5,519件］ 同左[2,339件］

公正取引委員会ウェ
ブサイトに掲載された
調査報告書（本体）の
アクセス件数（注10）
[-件]

同左[3,703件］同左[185件］ 同左[2,356件]

競争的な市場環境の創出に係る経費
43,557

(35,208)
43,747

（35,162）
43,505 43,563

11

達成手段

事業者の新規参入や創意
工夫の発揮のための環境整
備による事業者間の競争促
進状況

実態調査の実施・公表を
通じて競争政策上の考え
方を示すことにより，事業
者の新規参入や創意工
夫の発揮のための環境
整備を促進する。

29年度

施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

平成23年8月9日 公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針（閣議決定）

平成19年1月26日

５10-②

１～11

競争的な市場環境を創出するために，①発注機関に対する入札談合等の防止のための研修，②公開セミナー及び国際シンポジウムにおける
競争政策の重要性や競争政策に係る最近の主要な論点等に関する情報発信，③各府省が実施する競争評価の支援体制の整備等を行う。

29年度

－

ア　競争政策研究センター（内数）
23,428

(19,765)
22,097

（17,502）
22,029

27年度 28年度

（注８） 国際シンポジウムの開催時期は，例年２月又は３月であったが，平成27年度の実施分については平成28年６月に開催することとしたため，平成27年度においては開催していない。

（注10） 当該年度を含めた過去２年間の報告書について，当該年度におけるアクセス件数を集計したもの。平成24年度においては，当該方法による集計を行っていないことから空欄としている。

（注６） 満足度については，アンケートにおいて公開セミナーのテーマについて，「大変参考になった」を５，「参考になった」を４，「全く参考にならなかった」を１とした５段階評価の結果，「５」又は「４」と回答した参加者の割合を記載。

（注７） 満足度については，アンケートにおいて国際シンポジウムのテーマについて，「大変参考になった」を５，「参考になった」を４，「全く参考にならなかった」を１とした５段階評価の結果，「５」又は「４」と回答した参加者の割合を記載。

（注９） 競争評価チェックリストを用いた競争評価とは，規制の新設・改廃が競争に与える影響を特定する方法として，あらかじめ作成されたチェックリストの設問に答える方法で各行政機関が行う競争評価であり，公正取引委員会では，総務省と連携して，当該競争
評価チェックリストを作成した。

第166回国会施政方針演説

（注３） 理解度については，アンケートにおいて入札談合等関与行為防止法等への理解度が「深まったと思う」又は「多少深まったと思う」と回答した参加者の割合を記載。

（注４） 有益度については，アンケートにおいて研修の内容について，今後の業務に「役立つ」又は「多少役立つ」と回答した参加者の割合を記載。

（注５） アンケート（「研修会を実施する」，「上司に報告する」，「同僚・部下に報告する」，「研修資料を回覧する」，「周知する予定はない」，「その他」から複数回答可。）において，「周知する予定はない」と回答した参加者の割合を100から差し引いた割合を記載。
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